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原発被災損害賠償請求手続きに関する要請書 

 

東京電力株式会社（以下「東京電力」という。）福島第一原子力発電所におけ

る放射能事故から半年が過ぎた今日も、いまだに多くの住民が避難生活を余儀

なくされ、生活再建の見通しも立たない状況にある。このような経済的、精神

的にも限界にある中で原発事故損害賠償に関する請求手続きが開始された。 

この請求書は、放射能汚染により居住困難になった建物や土地などの財産価

値減少による賠償や除染費用等が明記されておらず、請求書及び説明資料とも

膨大であり被災者の書き易さよりも東京電力の負担を軽減することが念頭にお

かれており、被災者に多大な労力を強いる内容となっている。 

その上、領収書などの関係書類の提出も義務付けられており、資料が被災者

の手元に残らない仕組みになっている。後に請求手続きが発生した場合、証明

困難となり泣き寝入りを余儀なくされる可能性がある。 

更に、加害者である東京電力が、被害者である住民に銀行などの金融機関に

情報の開示を認める同意書を求めていたり、請求は１回限りとすることなど、

その内容は到底被災者の立場に立ったものとは言い難い。 

よって被災者救済の原点に立ち、次のことを要請する。 

 

記 

 

１ 原発被災損害賠償請求手続き書類はもっと簡略化すること。 

２ 同意書（提出用）にある金融機関等の情報開示は求めないこと。 

３ 補償金請求書（提出用）「同一補償対象期間における、各補償項目の請求は

１回限りとすること」の確認事項を削除すること。 

４ 原発被災損害賠償請求手続きは被災者の立場に立って戸別訪問、個別面談

等誠意ある対応を行うこと。 

 

以  上   


